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企業は、事業活動目的に従い従業員を雇用し、これを管理・組織してその目的に
沿って統合して運営する法的な存在。

もし、職場で死亡災害等が発生した場合は、以下の責任が発生する。

労働災害の発生と企業の責任について

刑事上の責任
労働安全衛生法違反
業務上過失致死傷罪

社会的な責任
企業の信用低下

存在基盤の喪失

補償上の責任
労働基準法及び労働者災害
補償保険法による補償

行政上の責任
作業停止・使用停止等の

行政処分

民事上の責任
不法行為責任や安全配慮
義務違反による損害賠償

労働災害



（１）刑事上の責任

労働安全衛生法では、事業者に対して労働災害防止の事前予防のための安全衛生管理措
置を定め、これを罰則をもって遵守を義務づけている。労働災害の発生の有無を問わず、
これを怠ると刑事責任が課せられる。
また、業務上労働者の生命、身体、健康に対する危険防止の注意業務を怠って、労働者

を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪（刑法第211 条）に問われることになる。

（２）民事上の責任

被災労働者又は遺族から労働災害で被った損害について、不法行為責任や安全配慮義務
違反で損害賠償を請求されることがある。その請求により労災保険給付が行われた場合、
事業者は労災保険給付の価額の限度で損害賠償の責任を免れるが、労災保険給付では精神
的苦痛に対する慰謝料など損害の全てをカバーしているわけではないことから、労災保険
給付を超える損害に関しては、民事上の損害賠償の責任が問われる。
事業者が民事上の損害賠償の責任が問われる法的根拠として、最近は、「労働契約の付

随義務として安全配慮義務を尽くして労働者を災害から守らなければならない債務不履行
責任（民法第415 条）」による損害賠償を認める裁判例が多く見られる。

（３）補償上の責任

労働者が労働災害を被った場合、被災労働者やその家族が生活に困らないように保護す
る必要がある。そこで、労働基準法及び労働者災害補償保険法によって使用者の無過失責
任として、業務の遂行に内在する危険性が現実化して事故が発生した場合には、労働者の
治療と生活補償を目的とする補償を使用者に義務づけている。



（４）行政上の責任

労働安全衛生法違反や労災発生の急迫した危険がある場合には、機械設備の使用停止や
作業停止等の行政処分を受けることがあり、取引先（他官庁）からの取引停止（指名停
止）等の処分を受けることがある。

（５）社会的な責任

（１）から（４）の責任を負った企業は、社会からの信頼性が低下することは明らかで
あり、また、労働災害による直接及び間接コスト（間接コストは、直接コストの４倍にな
ると言われている。）により、企業としての基盤が危ぶまれることとなる。

（６）安全配慮義務とは

企業の安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事
前に発見し、その防止対策（災害発生の結果の予防）を講ずるということがその内容とし
て使用者の義務である。労働契約法第５条にこれが明記されており、さらに民法上の労働
契約等に基づく使用者の債務とされ、この義務を怠って労働災害を発生させると民事上の
損害賠償義務が生じる。
ただし、安全配慮義務は、事業者が労働安全衛生法を守っているだけでは完全に履行さ

れたことにならない。労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもので、法定基準以
外の労働災害発生の危険防止についても、企業は安全配慮義務を負う。すなわち、労働安
全衛生法上の刑事責任を免れることと、民事上の損害賠償責任とは必ずしも一致するもの
ではない。



【使用者と労働者の関係・安全配慮義務】

雇用（労働）契約の付随義務として生ずる
（労働契約法第５条労働者の安全への配慮）

（民法第415 条 債務不履行責任）

災害の危険を予知し、その結果を
回避するため、安全措置を講ずる義務

労 働 の 義 務

雇用契約（労働契約：使用従属関係）

賃金（労働の対価）の支払い義務
身体・生命に関する安全配慮義務

使

用

者

労

働

者

※ 労働災害が発生した場合の責任は原則的には事業者が負うが、一定規模以上の会社
においては、組織内で権限の委譲が行われているのが一般的であり、現場の所長をは
じめとする現場の管理監督者が従業員の安全を監視する責務を負う。

※



安全配慮義務の責任範囲

⚫ 安全配慮義務の責任を負うのは労働契約上の雇い主である事業者（企業
であれば社長、独立行政法人家畜改良センターであれば理事長）となる。

⚫ 実際に企業を運営するのは事業所長（工場長）、部長、課長、係長等
（家畜改良センターであれば場長（部長、支場長）、課長、首席等）であ
り、これらの現場の管理監督者は安全配慮義務の履行補助者とみなされる。

⚫ 事業者は雇用主として民事上の安全配慮義務を負う、権限委譲を受けた
履行補助者も安全配慮義務の遂行責任を負う。

事業者（事業主）

場長、課長、首席等
（履行補助者）

労 働 者

権限委譲

履行行為

責任を負う範囲



送検事例①

道路復旧工事現場で死亡災害を発生させた元請業者を労働安全衛生法違反で書類送検

渋谷労働基準監督署は、平成28年3月16日、電気工事業を営む会社及び現場責任者を労働
安全衛生法違反の容疑で東京地方検察庁に書類送検した。

〈事件の概要〉
平成26年11月18日、東京都世田谷区内の道路復旧工事現場において、交通誘導に当たっ

ていた下請業者の労働者に、他の下請業者が運転するローラーが接触し死亡した。
現場責任者は、関係下請業者が行う作業を統括管理していた者であり、下請業者の労働者

が機体重量３トン以上の車両系建設機械であるローラーを使用する際、あらかじめ下請業者
に対して作業場所に適応する作業計画を定めるよう指導を行わなければならなかったのに、
その指導を行わず、また、ローラーの運行経路に係る連絡及び調整を行わなければならない
のに、その連絡及び調整を行わなかったもの。 東京労働局ＨＰ・労働基準関係法令違反に係る公表事案より

※イラストと公表事案は直接関係しません。



送検事例②

移動式足場からの転落災害で事業者を書類送検

八王子労働基準監督署は、平成27年7月14日、東京都
稲城市内の工事現場において発生した労働災害について、
当該工事を施工した建設会社並びに資材手配担当者及び職
長を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁立川支
部に書類送検した。

〈事件の概要〉
平成27年2月13日、稲城市内の工事現場において、男

性作業員が移動式足場（以下、「ローリングタワー」とい
う。）の高さ約2.3メートルの作業床上において建屋の雨
樋取付工事を行っていたところ、ローリングタワーが不意
に動いたため、手すりを乗り越えて地面に墜落し、脊髄損
傷及び両膝蓋骨骨折の重傷を負う災害が発生した。

捜査の結果、当該ローリングタワーに設けられた作業
床を使用して作業を行わせるに当たり、高さ85センチメ
ートル以上の位置に手すりを設けなければならないのに、
手すりの高さが不適正（82センチメートル）なまま同足
場を使用させていたことが判明した。

東京労働局ＨＰ・労働基準関係法令違反に係る公表事案より

※イラストと公表事案は直接関係しません。



送検事例③

伐木現場において死亡災害を発生させた事業者を
労働安全衛生法違反で書類送検

青梅労働基準監督署は、平成28年3月17日、土木工事業を営む会社及び現場責任者を、
労働安全衛生法違反の容疑で東京地方検察庁立川支部に書類送検した。

〈事件の概要〉
平成27年9月2日、東京都青梅市内のJR青梅線沿線に生育する立木の伐木作業を行ってい

た現場において、伐倒された木が現場作業員に直撃し死亡した。
伐倒作業を行っていた現場責任者が立木の伐倒を行う際に、伐倒する木の危険が及ばな

い範囲に労働者が避難していることを確認する措置を講ずることなく伐倒作業を行わせて
いたもの。

東京労働局ＨＰ・労働基準関係法令違反に係る公表事案より

※イラストと公表事案は直接関係しません。



現場管理者の責務

◼ 部下の安全と健康を確保すること。

◼ 労働災害を発生させないこと。

⚫ 作業環境の点検と整備（設備等に法令違反はないか？ 危険箇所はないか？ 危険予知 など）

⚫ 職員の健康状態の把握（異常はないか？ アルコールの残留の有無、疲労の蓄積度 など）

⚫ 安全を確保した作業指示（無理のない作業段取り、危険箇所の周知、補助者の配置 など）

⚫ 保護具着用の徹底（作業に合った保護具を装着しているか？保護具に損傷等はないか など）

⚫ 正規の作業手順の遵守（近道・省略行動の禁止、指さし呼称確認の実施、合図の徹底 など）

⚫ 怪我の予防（朝礼時の準備体操の徹底 など）

⚫ 安全意識の高揚（朝礼時の安全訓の唱和 ヒヤリ・ハット事例の紹介 など）

◼ 労働災害が発生したときは、作業を中止し、原因を究明して、類似災害を発生させ
ないこと。

⚫ 作業を中止させ、発生状況を把握（ ①どのような場所で、②どのような作業をしているとき
に、③どのようなものあるいは環境によって、④どのような不安全または有害な状態があっ
て、⑤どのように災害が発生し、⑥どのように対処したのか）する。

⚫ 発生原因を分析（災害の直接的原因となる不安全行動（心理的要因を含む。）の内容、機械
設備等の不安全状態の事実の中身、安全衛生管理の実態など）する。

⚫ 再発防止対策を策定（作業環境や作業方法の改善、管理的要因（監督・指導の不足、マニュ
アル類の不備・不徹底、健康管理の不良、教育・訓練の不足などの改善）し、安全教育を実
施する。



作業開始までの流れ

準備体操

朝礼

安全訓唱和

KY(危険予知)
ミーティング

保護具点検

作業内容の指示､作業手順・注意事項の伝達､必要保護具着用指示。

身体をほぐして、ケガを防止。

作業者全体での安全意識の高揚。

必要保護具の着用状況を点検し、ＯＫならば作業開始。未着用な
ら作業の中止を命令。（上位の勤務管理者へ報告・指導を要請）

① 作業チームごとに集合し、チームの作業内容やメンバーの体
調を確認する。

② チームのリーダーがメンバーへ、作業に伴う危険（注意が必
要な事項）と、その安全策（注意点）を質問する。

③ 若いメンバーから順に、自分の担当作業の危険（注意が必要
な事項）とその安全策（注意点）や合図の方法を発表する。

④ 全員で安全策（注意点）や合図の方法を確認する。
（※チームリーダーがKYボード等に書き込み作業場所へ掲示。）

作業開始



参考：安全訓の例
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参考：KYボードの例



トップが率先 みんなが実行

つみ取ろう職場の危険

第81回全国安全週間スローガン


